
大分県議会公式ＳＮＳアカウント運用方針 
 
１ 目的 
この運用方針は、大分県議会（２を除き、以下「県議会」という。）の Twitter のアカウ

ント（以下「県議会公式ＳＮＳアカウント」という。）の運用に関する事項を定めたもので

す。 
 
２ 運用担当等 
（１）アカウント名 

oitakengikai 
（２）ＵＲＬ 

https://twitter.com/oitakengikai 

（３）運用担当 
大分県議会事務局政策調査課 

（４）対応時間 
原則、平日（年末年始を除く。）の午前９時から午後５時までとします。 
 

３ 発信目的及び情報 
県議会公式ＳＮＳアカウントでは、県議会に関する情報を広く周知することを目的に、主

に次の情報を発信します。 
・議会中継に関する情報 
・本会議や各委員会の開催等、議会開会中の行事に関する情報 
・県内外調査等、議会閉会中の行事に関する情報 
・県議会ホームページの更新等に関する情報 
・その他、県民等に知らせるべき事項に関する情報 
ただし、発信情報は、速報性、簡便性などのソーシャルメディアの持っている特性を重

視して作成し、発信するため、情報量が限られ、内容として不十分な場合があります。そ

のため、一旦発信した情報の内容について、補足する情報を追加する場合があります。 
なお、県議会の公式の発表又は見解は、県議会の公式ホームページ

（https://www.pref.oita.jp/site/gikai/）、報道発表資料等で確認することができます。 
 

４ 投稿等への対応 
県議会公式ＳＮＳアカウントは、専ら情報発信に用いることとします。このため、原則と

して、返信は行いません。 
 



５ 禁止事項 
次の内容のコメントはご遠慮ください。コメントが下記事項に該当すると判断した場合

は、投稿者に断りなく、コメントの全部または一部を削除する場合があります。 
（１） 法律その他の法令に違反するもの 
（２） 特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷するもの 
（３） 政治又は宗教活動を目的とするもの 

（４） 著作権、商標権、肖像権などの知的所有権を侵害するもの 

（５） 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

（６） 人種、思想、信条等に関する差別をし、又は差別を助長するもの 

（７） 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 
（８） 虚偽若しくは事実と異なる内容のもの又は単なる噂であるもの若しくは噂を助長す

るもの 
（９） 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、又は漏えいするなど、プライバシーを

害するもの 
（１０） 有害なプログラム等 
（１１） わいせつな表現等を含む不適切なもの 
（１２） ＳＮＳ提供事業者の利用規約に反するもの 
（１３） 県議会の発信する内容に関係のないもの 
（１４） その他県議会が不適切と判断した内容のもの及びこれらの内容を含むリンク等 
 
６ 免責事項 
県議会は、利用者が当アカウントの投稿内容を用いて行う一切の行為及びそれに関連し

て生じた一切のトラブル又は損害について、何ら責任を負うものではありません。 
 

７ 著作権 
 掲載の写真・イラスト・音声・動画及び記事等の著作権は県議会または正当な権利を有す

る者に帰属します。掲載内容について、著作権法上認められた場合を除き、無断使用・無断

転載を禁じます。（なお、投稿記事のシェアについては、無断使用・無断転載ではなく、コ

ンテンツの共有に当たるので、禁止されるものではありません。） 
 
８ その他 
県議会が、県議会公式ＳＮＳアカウントで取得した個人情報については、大分県個人情報

保護条例（平成 13 年大分県条例第 45 号）に基づき取り扱います。 
本運用方針の内容は、県議会ホームページに掲載し、周知します。また、本運用方針は必

要に応じて予告なく変更することがあります。 



県議会公式ＳＮＳアカウントに対するご意見、お問い合わせについては、以下の「お問い

合わせ先」から受け付けます。 
 
【 問い合わせ先】 
担当：大分県議会事務局政策調査課調査広報班 
電話：097-506-5035 
E-mail：a21000@pref.oita.lg.jp 
（受付時間：午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。）） 
 
附則 
この運用方針は令和３年４月１日から施行します。 


